
青果部事故品処理に関する取扱要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、京都市中央卸売市場第一市場（以下「第一市場」という。）

における公正取引並びに業務運営の合理化を図るため、青果部の取扱品目に

属する物品の取引において発生する事故品（京都市中央卸売市場業務条例施

行規則第５８条各号に該当する物品をいう。以下同じ。）の取扱いに関し、必

要な事項を定める。 
（事故の内容） 
第２条 事故の内容は、次のとおりとする。 

⑴ 腐敗 
⑵ 選別不良 
⑶ 量目不足 
⑷ 等級表示の相違 
⑸ 品質不良 
⑹ 化学公害 

（確認の申出） 
第３条 仲卸業者又は売買参加者（以下「買受人」という。）が事故品を発見し

たときは、卸売業者の担当者に確認の申出をすることができる。 
２ 前項の申出を受理した担当者は、本市職員（以下「職員」という。）に確認

の申出をしなければならない。 
（確認の申出の時間等） 
第４条 事故品確認の申出は、第一市場における取引の円滑化を図るため、当該

物品が第一市場内にあるものについてのみ行うことができるものとする。た

だし、事故品であることが開包等によらなければ発見できない場合にあって

はこの限りでない。 
２ 前項の確認の申出は、特別の事情がある場合を除き、卸売をした後２時間以

内とする。 
（確認） 
第５条 確認は、職員が行い、卸売業者及び買受人はこれに立ち会うものとする。 
２ 職員は確認に際し、必要があると認めるときは、青果部食品品質管理委員会

（以下「委員会」という。）の委員の立会いを求めるものとする。 
３ 確認は、現品確認を原則とする。ただし、物品が第一市場外にある場合は、

事故の状態が確認できる写真等による確認を認めるものとする。 



４ 職員は、確認を行ったときは、卸売業者に対し、必要に応じて事故品立会票

を交付するものとする。 
（卸売代金の変更） 
第６条 事故品に係る卸売代金の変更額は、売買当事者間の話合いによるもの

とし、市長が適当と認めて承認した額とする。 
２ 前項の変更額について売買当事者間で話合いがつかないときは、委員会の

意見を聴いて、市長がこれを決定するものとする。 
（禁止事項） 
第７条 事故品に係る処理は卸売代金の変更に限るものとし、特別の事情があ

る場合を除き、返品は認めないものとする。 
（申請手続） 
第８条 京都市中央卸売市場業務条例第６２条ただし書の承認の申請は、第１

号様式により行わなければならない。 
（事故品の通知） 
第９条 卸売業者は、委託された物品に事故品があったときは、当該委託者に対

し、卸売代金の変更に係る承認書を送付し、又はその旨を売買仕切書に付記し、

若しくは電話その他の方法により、事故の内容を通知しなければならない。 
（事故品が食品衛生上有害である場合の措置） 
第１０条 事故品のうち食品衛生上有害であると思われる物品については、第

一市場駐在の食品衛生監視員に連絡し、その取扱いの指示を受けるものとす

る。 
（その他） 
第１１条 事故品の取扱いについて、この要綱によることが困難な場合は、その

都度市長が定めるものとする。 
 
附 則 
この要綱は、昭和４８年１１月１５日から施行する。 
附 則 
この要綱は、昭和５７年２月６日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成４年３月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。 
附 則 



この要綱は、平成１７年５月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和２年６月２１日から施行する。 



第 １ 号 様 式  

卸売代金の変更承認申請書  
 

（宛先）京 都 市 長      年   月   日 
京都市中央卸売市場第一市場青果部卸売業者  
名称及び代表者名 

 
 

 

 京都市中央卸売市場業務条例第６２条ただし書きの規定により卸売代金の変更の承認を受けたいので申請します。 
 
                                            入荷月日   月   日    販売日    月   日 

番号 荷主名等 品名 等級・階級 量目・入数 販売個数 卸売単価 買受人 変更個数 変更単価 事故の内容 せり人 備考 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 


